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① 件  名 

石巻市雄勝デイサービスセンター及び石巻市雄勝在宅介護支援センター等の無償譲渡について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

当該施設は、平成９年度に社会福祉法人旭壽会が設置する特別養護老人ホーム「雄心苑」との合

築により整備し、現在は同法人が指定管理者として適正な管理運営を行っている。 

   

【目的】 

 当該施設を同法人に無償譲渡することにより、地域の高齢者等の総合サービスセンターとして、

より積極的な活用を図るとともに、本市として当該施設の今後の維持管理費の削減を図るもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

  介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

  石巻市デイサービスセンター条例（平成１７年条例第１５１号） 

石巻市在宅介護支援センター条例（平成１７年条例第１５５号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

石巻市総合計画実施計画 

第１章 ともに創る協働のまち 

第４節 安定した行財政運営を構築する。 

 １ 持続可能な行財政運営を推進する。 

石巻市行財政改革大綱及び石巻市行財政運営プラン 

    ３ 行財政運営プランについて   

（２）構成 基本目標４ 公共施設の適正な管理・運営 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和２年６月１２日 社会福祉法人旭壽会へ両施設の無償譲渡について協議  

２２日 社会福祉法人旭壽会から承諾する旨回答 

３０日 両施設の無償譲渡手続きについて市長決裁 

８月２１日 県に財産処分申請に関する手続きについて確認 

⑤ 主な内容 

【施設概要】 

１ 設置年月 平成９年４月 

 ２ 建物構造 鉄筋コンクリート造り平家建 

 ３ 敷地面積 ９，０７２．００㎡ 

 ４ 建物譲渡面積 ６４４．７７㎡  

 

資料２ 



  (1) 雄勝デイサービスセンター 

   ・面  積：４５７．５０㎡ 

   ・施設内容：相談室、事務室、食堂、作業訓練スペース、浴室、トイレ、介護者教育室 

         消化ポンプ室、汚物処理室、休養室、更衣室、濾過循環室等 

(2) 雄勝在宅介護支援センター 

・面  積：１０６．２７㎡ 

   ・施設内容：事務室、相談室、更衣室・休憩事務室等 

   (3) 車庫 

   ・面  積：８１．００㎡ 

なお土地については、無償貸与とする。 

 

（参考） 

区 分 デイサービスセンター 在宅介護支援センター 計 

年間利用者数(R1 年度) 延べ１，８７２人 延べ１，３４１人 延べ３，２１３人 

建設事業費(H8 年度) ２１２，９２３千円 ２９，４８３千円 ２４２，４０６千円 

 財源内訳 

  補助金(※) 

  地 方 債 

  一 般 財 源  

 

７７，０１６千円 

１２８，５００千円 

７，４０７千円 

 

１５，２１６千円 

１４，２００千円 

６７千円 

 

９２，２３２千円 

１４２，７００千円 

７，４７４千円 

※老人福祉施設等整備事業補助金 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

  住民が住み慣れた地域で安心して暮らせるための重要な福祉の拠点施設であり、高齢化率が高い

雄勝地域にあっては、必要不可欠な施設であることから、利用者の安全性、利便性が図られるほか、

当市としては、当該施設の今後の維持管理経費の削減が図られる。 

【市財政への負担】 

譲渡することにより、今後の財政負担は生じない。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和２年１２月 市議会第４回定例会に、石巻市デイサービスセンター条例の一部改正及び石巻市 

在宅介護支援センター条例の廃止並びに財産の無償譲渡について提案 

(施行予定年月日：令和３年４月１日) 

 令和３年 １月 老人福祉施設等整備事業費補助金財産処分承認申請書を県に提出 

       ４月  社会福祉法人旭壽会へ無償譲渡 

⑨ その他 

 

 


